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研究目的： 

 本研究プロジェクトの目的は、わが国の安衛法における規定の複雑化・膨大化や形式的コ

ンプライアンスがもたらす弊害への対応、中小企業における遵法の促進と安全衛生の強化、

限られた行政資源の有効活用等の必要性にかんがみ、性能要件（分権）型規制方式を焦点と

した外国法制度調査に基づき、安衛法の実効性の維持向上を図るための政策提言を行うこ

とにある。 

 

研究方法： 

 初年度と次年度は、英米及びＥＵの関連法制度について、主に第一次資料に基づく文献調

査、英米については現地での、法政策担当者、労使団体、研究者等を対象とする、関係事情

に関する聴き取り調査を行った。また、日本法の特徴、長所と課題について、文献調査及び

聴き取り調査を行った。 

 

結果と考察： 

イギリスの法制度調査からは、日本の安衛法の体系的見直しと、微調整の双方に関わる包

括的な示唆が得られた。即ち、ローベンス報告を基礎とする彼国の安衛法システムにつき、

①メリハリ（アメとムチ）、②単純明快さ、③多角性・多面性、④自律性と労使協議の重視、

⑤専門性と柔軟性（法執行機関とビジネスの親和性）、⑥それらを支える物的・人的資源な

どの制度的特徴が明らかになった。①②については、一般条項、それを具体化ないし補充す

る規則、一般条項や規則の履行を支援するガイドライン、規則とガイドラインの中間的位置

づけにある行為準則の体系による規制対象の包括性や法違反への制裁の重さと、遵法方法

について雇用者に認められる幅広い裁量、④については、各事業場での自律的な安全衛生活

動を基礎づける安全代表制度や、雇用者のリスク管理活動などを監視する安全衛生委員会

が果たしている毛細血管的な役割、⑤については、検査官の任用システムに関わる専門性の

高さが特筆される。米国同様、専門家資格の認証は民間団体が行っている。もっとも、これ

らは安全衛生を重視する伝統や、労使間の階級構造等の文化的基礎を前提としていると解

される。 

 アメリカの法制度調査からは、行政資源の開発と有効活用による、トップランナーとバッ

クランナーの双方を射程とする支援策の要素が明らかにされた。即ち、前者の代表例が、１

９８２年に導入された VPP 制度であり、従前の労災発生率や関係法令の遵守状況と共に、

リスク管理体制の整備を含め、結果へ向けたアウトプットを認証評価基準としている。また、

同制度を支える人的資源確保のため、SGE という民間人の特別任用制度があり、他企業の

事情を知り得ることを主な動機として、彼らを雇用する企業が費用負担して成り立ってい

る。後者の代表例として、現地コンサルテーション制度と SHARP（：安全衛生達成度認定



プログラム）と呼ばれる制度があり、法令違反を発見しても処罰しない気軽な相談相手とし

て、一定の機能を果たしている。 

 EU・EC の安全衛生枠組み指令に関する調査からは、リスク管理のエッセンスが明らか

にされた。即ち労使以外の第三者も射程に入れるべきこと、現場実態に応じ、幅広く、根本

原因に遡ったリスクの洗い出し、根本的対策が困難な場合のリスク最小化原則、グレー・リ

スクへの適切な対応の必要性、教育と情報提供、労働者との協議、安全衛生に精通した担当

者の選任と活動保障、一般知識と現場応用能力、連携能力を持つ人材の選任、結果より仕組

みづくりを重視すべきこと、コンプライアンスと安全衛生の実効性の両者が目的とされる

べきこと等が示されている。また、EUの OiRA（Online interactive Risk Assessment）に

関する調査からは、バックランナー対策に有効性を発揮する可能性のある WEB 上のシス

テムの要素として、業種や組織の個別事情との適合性、単純明快性、労力と費用の節約性、

職場の内在リスクについての学びの可能性、コンプライアンス誘導効果、匿名性の高さなど

が示され、シンクタンクの調査での好評価傾向と課題などが明らかにされた。 

 

結論： 

 次年度の調査研究終了段階での暫定的示唆を整理すれば、以下の通り。 

①官労使・専門家その他関係者間の対話・情報交換の推進、安全衛生人材の育成、行政の

労働警察機能の強化。 

②安衛法本体の定めを簡素化して達すべき目的や性能等を明記すると共に、講ずべき手

順の要素、中小企業者による段階的履行への配慮を定めること、加えてガイドラインを充実

化させ、それを履行支援のツールとしてのみならず、「遵法」の基準として事業者に活用さ

せることで、実質的に性能要件化を実現する方途の模索。 

③より短期に実現可能な施策として、安全衛生の専門家への企業のアクセスを容易にす

るため、関係国家資格取得者の情報検索を支援するＷＥＢサイトの構築のほか、企業におけ

る安全衛生担当役員選任の促進、労災発生率の高い組織の労災防止団体への強制加入等が

あり得る。 


